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1 計画策定の趣旨

平成18年 10月 に自殺対策基本法が施行されて以降、それまで「個人の問題」と認

識されがちであつた自殺は、広く「社会の問題」と認識されるようになりました。そ

して、国を挙げて自殺対策が総合的に推進されてきた結果、自殺者数は徐々に減少し

ています。

本市においても、自殺者数は減少傾向にあるものの、今なお毎年多くの方が自殺に

より亡くなつています。

自殺は、その背景に様々な要因が複雑に関係しており、心理的に追い込まれた末の

死といえます。私たちは、地域社会全体で自殺対策に取り組む必要があります。

平成28年 4月 の自殺対策基本法の改正を機に、本市においても総合的な対策を推進

するため、「長浜市自殺対策計画」を策定することとしました。

こころの健康はいきいきと自分らしく生きるために大変t重要なことであり、自殺

対策の本質は、「生きることの支援」にあります。市民一人ひとりが互いに支え合

い、誰もが生きがいを持つて自分らしく生きることができる社会を目指すため、本計

画を長浜市の自殺防止対策の指針とします。



2 長浜市の自殺の現状・課題

本市における自殺者数は年間 25人前後で推移し、平成 28年度は 21人、平成 29年度

は 12人 と減少傾向にあります。自殺死亡率 (人 口10万対)においては平成 29年度では

国 16.5、 県 14.9、 市 10.0と 、国、県と比べ低いものの、依然として尊い命が自殺によ

つて奪われている現状にあります。

自殺者の年齢構成をみると男性の 60歳代の死亡が最も多く、次いで180歳以上と30

歳代の働き盛りの死亡が多くなつています。また、10歳～20歳代の若年層の自殺者も全

国水準並みになつています。性別は、国、県の傾向と同様に男性の割合が約 7割 を占め

ます。

健ながアンケー トによると、悩みを聞いてくれる相手は同居の親族 (家族)が 73.5%、

友人や同僚 56.7%と 多い状況ですj自殺は、健康問題や経済・生活問題、家庭問題、勤

務問題など様々な要因のほか、その人の性格傾向、死生観などが複雑に関係しています。

身近な家族や友人がサインに気づき、適切な相談機関につなぎ見守る支援等の地域

におけるネットワークの強化や人材の育成が重要です。

また、うつ病などの精神疾患の正しい知識の普及や相談窓口の周知、子どものころ

からの命の大切さや生きる力を養う教育など、多方面からの支援体制の充実を図るこ

とも必要です。

こころの健康や自殺の問題について「自分ごと」として考え行動できる地域づくり

の醸成や、更なる関係機関の連携強化が課題といえます。

◆ 自殺死亡率 (市、国、県との比較 ) ◆自殺者の男女割合
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※厚生労働省 :地域における自殺の基礎資料より



3 計画の基本的な考え方と方針

平成18年 10月 自殺対策基本法 (以下「基本法」という。)が施行されて以降、国

を挙げて自殺対策が総合的に推進されてきました。その結果、自殺者数の年次推移は

減少傾向にあるなど着実に成果を上げてきました。しかし、それでも国の自殺者数累

計は毎年 2万人を超える水準で積み上がっているなど、決して楽観できる状況にはあ

りません。

このような状況を受け、平成28年の自殺対策基本法改正の趣旨や我が国の自殺実態

を踏まえ、平成29年 7月 、閣議決定された自殺総合対策大綱に新たな基本認識が明らか

にされています。

そのため、本市においても大綱にならい、以下の基本理念 日基本認識を本計画の根

幹とします。計画の期間は健康ながはま21と 合わせ平成31年度から平成35年 (2023

年度)までとし、平成35年度 (2023年度)に評価を行い、この後の計画に反映させま

す。

自殺総合対策大綱における基本理念

誰 も自殺に追い込まれることのな帝ヽ社会の実現を目指す

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題

だけでなく、過労、生活困窮 (こ んきゅう)、 育児や介護疲れ、いじめや孤立などの

様々な社会的要因があることが知られています。このため、自殺対策は社会における

「生きることの阻害要因
1(自

殺の IJ ス ウ喜 閲 ) 」を減らし、「生きることの促進要因
2

(自 殺に対する保護要因)」 を増やすことを通じて、社会全体の自殺リスクを低下さ

せる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連携のレベル」、「社会制度のレベ

ル」、それぞれにおいて、強力かつ総合的に推進するものとします。自殺対策の本質

が「生きることの支援にあること」を改めて確認するとともに、「いのち支える自殺

対策」という理念を前面に打ち出して、「誰もが自殺に追い込まれることのない社会

の実現」を目指します。

1生
きることの阻害要因 :孤立、失業、多重債務、いじめ、虐待など。

2生
きることの促進要因 :将来入の夢や希望、良き人間関係、社会や地域への信頼感など。



自殺総合対策大綱における基本認識

白殺は、その くが追い込まれた末の死である

自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけでなく、人が命を絶たざるを得

ない状況に追い込まれるプロセスとして捉える必要があります。自殺は、健康問題や

経済 日生活問題、家庭問題、勤務問題など様々な要因のほか、その人の性格傾向、死

生観などが複雑に関係しています。

自殺に至る心理としては、このような様々な悩みが原因で心理的に追い詰められ、

自殺以外の選択肢が考えられない状態に陥ります。また、社会とのつながりの減少や

生きていても役に立たないという役割喪失感から、あるいは、与えられた役割の大き

さに対する過剰な負担感から、危機的な状態にまで追い込まれてしまうという過程と

みることができます。

また、自殺を図つた人の直前のこころの健康状態をみると、多くは様々な悩みによ

り心理的に追い詰められた結果、うつ病やアルコール依存症等の精神疾患を発症して

おり、これらの精神疾患の影響により正常な判断を行うことができない状態になって

いることが明らかになつてきました。

このように自殺は個人の自由な意思や選択の結果ではなく、その多くが追い込まれ

た末の死ということができます。

図 1:自殺の危機要因イメージ図 (厚生労働省資料)

精村疾患

事業不振 アルコ‐ル
等の依存

うつ状態介謹疲れ
過労

病苦いじめ

多重債務 希死念慮被庭待

不登校 社会的
孤立

地

域
生

活

の
現

場

口 社会が多様化する中で、地域生活の現場で起きる問題は複雑化。複合化している。

口 複雑化・復合化した問題が最も深刻化したときに自殺は起きる。「平均4つ の要因 (問題)が
連鎖する中で自殺が起きている」とする調査※ もある。

子育て
の不安

ごみ屋敷

進路の
悩み

ひきこもり

性被害

失 業

類れる人
の不在

※『自穀実態白書2013(NPC去人ライフリンク)』



だ縮し る年間白殺者数 向にあるがt非常事態はいま ヽて い

年間 3万人超と高止まつていた年間自殺者数は平成22年以降 7年連続して減少し、

平成27年には平成10年の急増前と同様の水準となりました。自殺者数の内訳をみる

と、この間、男性、特に中高年男性が大きな割合を占める状況は変わつていません

が、自殺死亡率は着実に低下してきており、また、高齢者の自殺死亡率の低下も顕著

です。

しかし、若い世代では、20歳未満は自殺死亡率が平成10年以降おおむね横ばいで

あることに加えて、20歳代や30歳代における死因の第〒位が自殺であり、自殺死亡

率も他の年代に比べてピーク時からの減少率が低くなつています。さらに、我が国の

自殺死亡率は主要先進 7か国の中で最も高く、年間自殺者数も依然として2万人を超

えています。かけがえのない多くの命が日々、自殺に追い込まれており、非常事態は

いまだ続いていると言わざるをえません心                   ヽ

地域レベルの実践的なとりくみをPDCAサイクルを通じて推進する

我が国の自殺対策が目指すのは、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実

現」であり、基本法にも、その目的は「国民が健康で生きがいを持つて暮らすことの

できる社会の実現に寄与すること」とうたわれ、自殺対策を社会づくり、地域づくり

として推進することとされています。

また、施行から10年の節目に当たる平成28年に基本法が改正され、都道府県・市

町村は、大綱や地域の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものとされま

した。併せて、国は、地方公共団体による地域自殺対策計画の策定を支援するため、

自殺総合対策推進センターにおいて、都道府県 日市町村を自殺の地域特性ごとに類型

化し、それぞれの類型において実施すべき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを

提供しましたとそして、都道府県 田市町村が実施した各自殺対策事業の成果等を分析

し、分析結果を踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、より精度の

高い政策パッケージを地方公共団体に還元することとなりました。

自殺総合対策は、このようにして国と地方公共団体等が協力しながら、全国的な

PDCA サイクル 1 を通じて、自殺対策を常に進化させながら推進していきます。

I PDCAサイクル :①業務の計画 (plan)を立て、②計画に基づいて業務を実行 (d。)し、③実行した業

務を評価 (check)し、④改善 (act)が必要な部分はないか検討し、次の計画策定に役立てること。



図2:基本パッケージと重点パッケージを組み合わせて効果的な地域自殺対策計画を策定するプロセス
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自殺総合対策大綱の「自殺対策の数値目標」にあるとおり、本市の自殺対策が最終

的に目指すものは、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」です。そのた

め、本市では、最終的な目標として「自殺者ゼロ」を目指します。       、

また、大綱における当面の目標では、「先進諸国の現在の水準1まで自殺死亡率を減

少させることを目指し、平成38年までに、自殺死亡率を平成27年と比べて30%以上減

少させること」としています。本市においては、計画期間における当面の数値目標と

して、「平成35年までに、自殺死亡率を平成28年 と比べて15%以上減少させること」

とします。

長浜市は、自殺者ゼロを目指します。

【計画期間における当面の数値目標】

自殺死亡率  平成 28年 :17,4  → 平成 35年 114.8以下

目標

念

『市民一人す人がかけがえのない命を大切にし、

共に支え合う長浜』

～誰もがいきいきと暮らせる地域を目指して～

博

1先進諸国の自殺死亡率 ::フ ランス15.1(2013)、 米国13.4(2014)、 ドイツ12,6(2014)、

カナダH.ご (2012)、 英国7.5(2013)、 イタリア7.2(2012)世界保健機関(WHO)Mortality Databaseよ り



6 施策の体系

長浜市の自殺対策の方針

本市では、自殺対策の方針を「基本的な方針」と「重点的な方針」に定め、更なる取

組の推進を行います。

基本的な方針では、国が示す政策パッケージに基づき、すべての自治体において取り

組むことが望ましいとされているものです。

重点的な方針では、本市の現状や自殺に至る背景や要因の多様性から、特に重点的な

取組が必要と考えられる「あらゆる世代における支援の推進」を示すものです。

①地域におけるネットワークの強化

②生きることの促進要因への支援

(リ スクの高い人への支援の強化)

③市民への啓発と周知

④自殺対策を支える人材の育成

基本的な方針

①子ども・若者への教育の推進

②妊産婦への支援の推進

③勤務・経営分野への啓発の推進

④高齢者への支援の推進

重点的な方針

/



基本理念 方針 具体的施策

(7)妊娠期からの相談体制を整備す

る。

(10)高齢者が孤立せず、生きが

いを持つて生活できるよう啓発

する。

①地域における

ネットワークの

強化

(1)地域 ,市内の医療機関・学校・

職域。関係機関。行政が必要な情報を

共有 し、自殺姑策を推進する。

(2)自 殺未遂者、自殺者の遺族等ヘ

の支援を行 う
②生きることの促

進要因への支援

(リ スクが高い人への

支援の強化 ) (3)支援につながつていない人ヘ

の相談体制を強化する。

(4)各種相談窓日をわかりやす く

周知する。③市民への啓発と

周知
(5)心の健康づくりや うつ病、自殺

予防について正 しい知識を普及する

④自殺封策を支え

る人材の育成
(6)地域 。学校・行政・関係機関を

対象にゲー トキーパーを養成する。

(8)子 どもや若者の健やかな心を

育む教育の充実を図る⑤あらゆる世代に

おける支援の

推進

(9)就労者が職場でメンタルヘル

ス研修やこころの相談が受けられる

よう推進する。
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7 具体的な取組

地域におけるネットワークの強化

誰も自殺に追い込まれることのない地域社会を実現していくためには、行政、関係

団体、事業所、市民等が連携 日協力し、総合的に自殺対策を推進していくことが必要

です。そのためには、それぞれの役割を明確化した上で、相互の連携・協働の仕組み

を構築し、地域におけるネットワークを強化し、様々な領域で積極的に自殺対策に取

り組むことができる環境を整備します。

(1)市民・地域 日医療機関 日学校・職城・関係機関 I行政が必要な情報を共有

し、自殺対策を推進する。

行政をはじめ、市民、関係機関や医療機関等が必要な情報を共有し、総合的な自

殺対策を進めるための相談体制の整備を行い、地域のネットワークの強化を図りま

す。

市役所内においては関係各課の更なる連携を図ると共に、地域共生社会の実現に

向けて部局横断で行う包括的な相談体制の構築を進めます。

生きることの促進要因への支援 (リ スクが高い人への支援の強化)

自殺対策は、自殺につながる要因を減らす取組だけではなくt生きることの促進要

因を増やす取組も合わせて実施していくことが必要です。

自殺リスクの高い自殺未遂者や自殺者の遺族への支援は自殺者を減少させるため重

要な対策です。また、精神科受診や相談支援につながることで、自殺に対するリスク

を軽減することができると考えられるため、支援につながっていない人への相談体制

を強化します。

(2)自 殺未遂者、自殺者の遺族等への支援を行う。

自殺を図つた人は自殺に至るまでの様々な問題を抱え、自殺を図る直前にうつ病等

の精神疾患を発症している人も少なくありません。このような状況は命が助かつた後

も持続していると考えられ、健康で安定した生活を取り戻すまで、個々の事情に配慮



した適切な支援を行うことが必要です。

平成 29年度から開始された「湖北いのちのサポー ト事業」
1に おいて自殺未遂者の

再企図防止のための支援を行います。救急告示病院
2と 行政だけではなく警察や消防、

地域のかかりつけ医等と連携した包括的な支援を行います。また、支援する関係者の

研修会等を通し、「湖北いのちのサポー ト事業」において自殺未遂者のケース支援を広

い視点で行いますb

自殺によつて遺された人の苦痛を少しでもやわらげ、新たな自殺をくい止めるた

め、遺された人には、個別支援の実施や自死遺族会の情報提供などを行うとともに、

よリー層相談支援の充実を図るため、県、関係団体等との連携の推進を図ります。

(3)支援につながつていない人への相談体制を強化する。

精神科受診や相談機関への支援につながることで自殺へのリスクを軽減すること

ができると考えられます。特に精神科や心療内科以外の診療科において身体疾患等

で通院している人で精神的なフォローが必要な場合においては、医療機関の連携を

強化します。また、様々な悩みを抱えている人が必要な相談支援を受けられるよ

う、相談窓回の周知や支援につなげられる人を地域に増やすことができるよう、人

材の育成を行います。

市民への啓発と周知

国の大綱では自殺は「誰にでも起こり得る危機」と言われています。自殺に至る要因

は複合的で決して単純ではありません。自殺につながるようなサインや背景が理解され

にくいという現実があるため、そのような心情や背景の理解を深めることが重要です。

悩みを抱えた時、誰かに助けを求めることが適当であること、また周りに悩みを抱えて

いる人がいるかもしれないということ等、自殺に対する正しい認識の普及に努めます。

(4)各種相談窓口をわかりやす (周知する。

心に悩みや不安ができた時、市民が気軽に相談できるよう、各種相談窓日のリーフ

レット等を作成するなどし、わかりやすく周知することで相談しやすい環境を整えま

す。また、一亘相談を受けた機関が、個人の抱える問題によつて他機関に相談し、連

携して対応ができるようt関係機関同士の窓口を明確にします。

1湖北いのちのサポー ト事業 :自 殺未遂者が救急告示病院を受診 した際、本人や家族の同意を得て市へ連

絡を行い、再企図防止のため、連携 しながら必要な支援を行 う。

2救急告示病院 :消防法により定められた救急隊によつて搬送される傷病者に、緊急な医療活動を行え

る態勢をもつ病院。都道府県知事により告示される。

:



(5)心の健康づくりやうつ病等の精神疾患について正しい知識を普及する。

今回の健康ながはま21アンケー トでは、前回と比較すると、うつのサインを知っ

ている人は 2.3%上昇し、自分自身のうつ病のサインに気づいたとき適切な行動をと

る人は 3.4%上昇し、うつ病への理解が浸透してきたことが推測できます。今後も、

市民一人ひとりが「うつ病について理解し、早期に対応できる」ことを目標に、各種

イベントや出前講座の機会を利用して、うつ病等の精神疾患、自殺予防についての正

しい知識の普及を行います。また、躁 (そ う)と うつを繰り返す双極性障害 (躁 うつ病)

は精神疾患の中でも自殺率が高いと言われており、知識の普及に努めます。さらに、

自殺予防週間や自殺対策強化月間には、市の広報やホームページに記事を掲載し、普

及啓発を強化します。

自殺対策を支える人材の育成

自殺の背景には様々な悩みや生活上の困難な状況があり、そのような問題に対して早

期の「気づき」が重要となります。行政機関だけではなく、関係機関、事業所、地域住

民等に対し、研修会等を通じた人材育成を図ります。また、自殺対策に関する様々な専

門的知識を持つ関係者の資質を向上することで地域の支援体制を整え、多層的に支援を

行えるよう知識の普及を行います。

(5)心の健康づくりやうつ病等の精神疾患について正しい知識を普及する。

(関係者の資質の向上)

早期に悩んでいる人に気づき対応するためには、関係者が、うつ病や双極性障害 (躁

うつ病)、 アルコール依存症を含む精神疾患や自殺予防について、正しく理解する必要
があります。あらゆる場面で市民の方々と出会うため、早く気づき適切に対応をする

必要があり、専門職を含む関係者に向けて、研修会を通じた人材育成を図ります。

(6)市民 B地域・学校 日行政 B関係機関を対象にゲー ド ′く……を養成する。

様々な要因が複雑に関係し、追い込まれた末の死としての自殺を防ぐためには、早

い段階で悩んでいる人に気づき、対応することが大切です。

家族や地域、職場や学校等において本人を取り巻く周囲の人や、民生委員 B健康推

進員・ケアマネジヤー等の身近な相談者、また各種相談機関の職員が、自殺を考えて

いる人のサインに気づき、声掛けや見守りを行い、適切な相談場所へと繋ぐことがで

きるようになる必要があります。しかし、人によって学習経験や理解度は様々です。

本市では、どんな方でもゲー トキーパーとなつていただけるよう、学習経験や理解度

1 
ゲー トキーパー :悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援に繁げ、見守る人のこ

とを、「ゲー トギーパー」とぃぃます。話を聴き、一緒に考えてくれる人がいることは、悩んでいる人の孤

立を防ぎ、安心を与えます。



に合わせ、基礎編や応用編といつた形で「ゲー トキーパー養成講座」を実施します。

また、行政相談担当者は、自殺予防の視点を持つて相談対応に努めるなど、スキル

アップを図ります。

今回の健康ながはま 21ア ンケー トでは「ゲー トキーパー」という言葉を知つている

人は 21.2%で した。ゲー トキーパー養成講座をあらゆる機会に実施するととともに、

ゲー トキーパーについて、広報やホームページに掲載し、広く市民に周知していきま

す。

I 
あらゆ

'お

世イ式における支援の推進
本市の自殺の現状や課題、国が示す自殺実態プロファイルにおいて、重点的に取り

組む対象を次のように定め、取組を推進します。

(7)妊娠期からの相談体制を整備する。

近年、核家族化や地域のつながりの希薄化等により、地域において妊産婦やその

家族を支える力が弱くなつており、妊娠、出産及び子育てに係る妊産婦等の不安や

負担が増えていると考えられます。このため、地域レベルでの結婚から妊娠・出産

を経て子育て期に至るまでの切れ日のない支援の強化を図つていくことは重要で

す。本市においては「安心して子育てができるよう、妊娠中から相談することがで

きる」を目標に、子育て世代包括支援センターを配置し、保健師 (子育てコンシェ

ルジュ)が母子手帳発行時の妊娠中から子育て期において、切れ目ない支援に取り

組みます。

また、産後の女性は体力の回復も不安定なまま子育てに追われます。市が新生児

訪間において実施しているEPD♂ では、約 1割の産婦にうつ状態が見られ、不安を抱

えながらの育児を行つていることがうかがえます。医療機関との連携により、早期

に介入し、子育て中の母親が孤立感を深め、産後うつ病に陥ることがないよう、地

区担当保健師が継続的な支援を行います。

さらに、出産は子どもが生まれた喜びが大きく、家族をはじめ周囲の人たちはこ

うした母親の状態に気付かないことも多いため、産後うつ病予防についての周知も

行います。

(8)子どもや若者の健やかな心を育む教育の充実を図る。

平成29年にまとめられた「学校保健研究収録」では、小学校低学年で9時間以上の

睡眠がとれていると答えた児童は850/0、 小学校高学年で8時間以上の睡眠がとれて

いると答えた児童は75%、 中学生で7時間以上の睡眠がとれていると答えた生徒は

l EPDS:質
問形式で今のうつ状態を判断するチェックテス ト。合計 9点以上で うつ状態のシグナルが

出ていると考えられる。

‖



78%で した。規則正しい生活と十分な睡眠は、心身の健康を保つために重要です。

またて若年層への自殺対策においては、予防に向けた教育を適切に行い、すべての

子どもが生きるために必要な力をつけ、、前向きに楽しい人生を送れるよう支援する

ことが大切です。

本市では、「子どもや若者が自殺に傾くことなく、いきいきと生活できる」ことを

目標に取り組みを推進します。

乳幼児期には、家庭の中で、子どもの心身の健全な発達、それに合わせた関わりの

方法、生活リズムを整えることについての知識啓発や子育て支援を行います。

学齢期では、学校等において、いのちや人権を大切にするための道徳教育、人権教

育を実施します。児童会、生徒会活動において、互いに支え合える仲間づくりや、間

題を自ら解決する力の育成、問題解決のために他者に働きかける力の育成の推進を図

ります。

また、社会において様々な困難や、ス トレスに直面したとき、誰にどのように助け

を求めればよいか等、具体的で実践的な方法を学ぶとともに、つらいときや苦しいと

きには助けを求めてもよいことを学ぶ教育 (SOSの出し方に関する教育)を推進し

ます。併せて児童生徒等が出したSOSを受け止める取組も実施し、学校や、その後

の社会人として直面する問題にも対処する力を身につけることにつなげていきますと

義務教育後の子どもの支援についても、関係機関の連携をさらに強化し行います。

(9)就労者が職場でメンタルヘルス研修や心の相談が受けられるよう推進する。

本市の自殺者の年齢構成をみると男性の60歳代の死亡が最も多く、次いで80歳以

上と30歳代の働き盛りの死亡が多くなつており、就労者への支援が求められていま

す。安心して働ける職場を得ることは、家庭や社会で役割や居場所を得ることにつ

ながり、やりがいや達成感などが生きることの促進要因となると考えられます。

平成27年 12月 から義務化されたス トレスチェックについては、当面の間は従業員

50人以上の事業所とされていますと50人未満の事業所においてもメンタルヘルスの

研修を受ける機会が得られるよう、平成27年度から企業に講師を派遣し、「職場で

メンタルヘルス研修」の実施をしています。今後も引き続き、企業においても、う

つ病等の自殺につながる精神疾患の正しい知識の普及が図られ、メンタルヘルスの

相談が受けられ、職場環境の改善につながるよう「職場でメンタルヘルス研修」を

周知し、より多くの企業が受講できるよう推進します。

(10)高齢者が孤立せず生きがいを持つて生活できるよう啓発を行う。

高齢者は健康問題や家族問題など自殺につながる多くの問題を抱えやすいことか

ら、認知症対策や独居高齢者の支援等の対策を重点的に行いながら、問題を抱えた

高齢者が地域で相談につながるよう、地域包括支援センターの役割の周知や啓発を

行います。また、介護を受ける高齢者だけでなく、支えている介護者の支援につい

ても介護者のつどい等の情報提供をや相談支援を行います。



さらに、生きがいを持つて生活している高齢者が増加するよう、生きがいを持つ

ことの大切さについて啓発を行い、サロン等の居場所づくりを支援します。

担

一



●目標:市民一人一人が命を大切にし、いきいきと生活することんヾできる。

具体的目標 評価指標

直近の状況

H30健なが
アンケート

(出典)

第4期 目標値

対策

個人で心がけること 行政や関係機関の取組

うつについて理
解でき、早期に
対応できる

自殺者の減少

H26244%
H2713.1%
H2817.4%
H29 100%

H35までに自殺
死亡率H28
(17.4)の 15%以
上減少 :148%

・心の悩みを相談でき
る機関を知る

・悩みや不安を相談で
きる相手をもつ

・こころの健康の重要性
とうつ等の正しい知識の
普及啓発をする

・こころの健康について
相談できる機関・電話番
号等を周知する

・保健所や医師会と連携
する

うつのサインを
知つている人の
増加(「 よく知っ
ていた」「少しは
知つていた」人
の割合)

80.3%

820%

(H30健なんミァン
ケート)

自分自身のうつ
のサインに気づ
いたとき「なにも
しない」人の減
少

73%

6%以下

(H30健ながアン
ケート)

家庭・地域・職
場で悩んでいる
人に気づき、声
をかけることが

できる

不安や悩みの
相談相手がいる
人の増加

76.1%

850%

・悩みや不安をもつ人
に声をかける

・地域の公民館活動
等に参加する

・家族とのコミュニ

ケーションをもつ

・家庭や地域で役割を
もつ

・地域で人との交流の場
をつくる

・家族・隣近所の声かけ
運動の推進をする

・こころの病気を理解し
て、活動する人を支援す
る(ゲートキーパーを養
成する)

(H30健ながアン
ケート)

自殺予防やうつ
についての研修
を受けた人
(ゲートキー
パー)の増加

H30 のべ 2131

人

(H30.8現在 )

H26-H30
820人

H35
のべ3600人

「ゲートキー
パー」という言葉
を「知つている」
「聞いたことがあ
る」人の増加

212%

30%

・ゲートキーパー等の
研修会を受講する機
会があれば参加する

・ゲートキiパーについ
て広報やホームページ
に掲載し、周知する。

・ゲートキーパー養成講
座を実施する。(H30健 ながアン

ケート)



具体的目標 評価指標

直近の状況

H30健なが
アンケート

(出典)

第4期 目標値

対策

個人で心がけること 行政や関係機関の取組

安心して子育て
ができるよう、妊
娠中から相談す
ることができる

産婦のEPDS9点
以上の人の減

少

H28 11.0'`

H29 130%

EPDE9点 以上の

高値者 9%以
下

・妊娠中から不安に思
うことは相談できる

・産後うつについて理
解し、必要に応じて受
診できる

・支援が必要な人には
妊娠中から支援計画を
立て、継続的に相談支
援を行う。

・医療機関と連携し、妊
娠中からハイリスク連絡
により早期に支援を開
始する。
ハイリスク児・産婦訪関連絡票
ハイリスク妊婦連絡票

・産後うつについての啓
発を行う。

子どもや若者が
自殺に傾くこと
なく、いきいきと
生活することが

できる

適切な睡眠時間
を取つている子
どもの増加

命や心の健康に
ついての授業と
共に相談窓口を
啓発する学校の
増加

小学下学年
85%(9時間以
上)

小学上学年
759る

(8時間以上)

中学校78%
(7時間以上)

H29学校保健研
究収録より

小学下学年
88%以上

小学上学年
78%以上

中学校80%以
上

・規則正しい生活を心
がけ、十分な睡眠をと

る。

・子どもや若者は悩み
を誰かに相談すること

ができる。

・ストレスヘの対処法
を身につけることがで

きる。

・規則正しい生活、心の
健康を保持するための

教育を推進する。

・子どもや若者が相談で
きる窓口を周知する。

・SOSの出し方における
教育など推進する。

H30年からFヲ千日始
中学2年市内全
校(12校 )

高齢者が住み
慣れた地域でい
きいきと暮らす
ことができる

生きがいを持つ
て生活している
高齢者の増加

生きがいあり
65896

(H29高齢者実
態調査 )

生きがいがある
と答える高齢者
の増加

・問題を抱え込まず〔
誰かに相談できる

・サロン等に参加し、
地域・人とのつながり
を持てる

・生きがいの大切さにつ
いて啓発を行う。
・サロン等の居場所づく
りを支援する。
・地域包括支援センター
の役割の周知・啓発を
行う。

地域包括支援セ
ンター等への相
談件数の増加

12,767件

(H29実績報告 )

相談件数の増
カロ

就労者が健康で
働き続けること

ができる

職場におけるメ
ンタルヘルス研
修を受講してい

る企業の増加

のべ14企業 のべ34企業

・職場で悩みがある場
合は相談する。

・研修を受講する機会
があれば参加する。

・職場におけるメンタル
ヘルス研修を受ける企
業が増えるよう、周知啓
発を行う。



8 本市における主な関連事業

【地域におけるネットワークの強化】

【生きることの促進要因への支援】

事業名 事業概要 担当課

地域共生社会の実現に向けた

包括的支援体制構築事業

地域住民が主体的に地域課題を把握し、解決

を試みることができる地域づくりを進める

とともに、適切な行政サービスにつなげるた

めの包括的な支援体制を構築する

社会福祉課

しようがい者虐待 日成年後見制

度の相談

虐待を受けている相談に応 じ、状況を改善す

ることで精神的な不安の軽減につなげる。ま

た、成年後見制度の相談に応 じ、利用につな

げることで、精神上の障害 (知的障害、精神

障害、認知症など)に より判断能力が十分で

ない方が、不利益を被らないよう対応する

しょうがい福祉課

高齢者総合相談支援 介護にまつわる諸問題を総合的に相談でき

る機会を提供することにより、家族や本人が

抱える様々な問題を早期に察知 し、必要な支

援につなげる          
｀

高齢福祉介護課

地域包括支援セ

ンター

地域福祉権利擁護事業 判断力が不十分な認知症高齢者、知的しょう

がい者等の権利や財産を守るため、関係機関

と連携 して相談 日支援を行う

高齢福祉介護課

しようがい福祉課

社会福祉協議会

長浜市セーフティーネッ トワ

ーク会議

複雑かつ多様な課題を抱える市民に対 し、関

係各課が連携 して適切な支援を行 うため開

催する

環境保全課

(消 費生活相談

窓口)

事業名 事業概要 担当課

自立相談支援事業 経済的生活困窮者及び社会的因窮者に対す

る自立のための相談支援を行う

社会福祉課



住宅確保給付金支給 離職者であつて就労能力及び就労意欲のあ

る者のうち、住宅を喪失している者又は喪失

するおそれのある者に対する給付金の支給

社会福祉課

更正医療費 B育成医療費の助成 しょうがいのある方への医療費の助成を行

うことで経済的負担を軽減する

しょうがい福祉課

家庭児童相談 子どもの養育に関する悩みや不安などに関

する相談 口児童虐待やDV(配偶者や恋人な

ど親密な関係にある人からの理不尽な暴力)

などに関する相談支援を行う

子育て支援課

介護保険利用者負担の軽減 施設サービスを利用した場合の居住費・滞在

費 B食費の負担軽減を行う

高齢福祉介護課

就学援助 日特別支援学級就学奨

励

就学に必要な経費の負担にお困りの保護者

の方を対象に、学校で必要な経費の一部を援

助する

すこやか教育推

進課

消費生活相談 多重債務に関する相談、商品購入等の契約 ト

ラブルに関する相談、製品故障 (製品事故)

に関する相談を行う

環境保全課

(消 費生活相談

窓口)

女性の悩み相談

ハラスメント相談

毎月第 1木曜日及び第 3土曜日に、臨床心理

士による子育て 日夫婦関係・セクハラ・対人

関係などの相談を行う

人権施策推進課

税金、保険料の納付相談、減免

措置

生活保護受給者及び災害、生活困窮等により

税金等の納付が著 しく困難となった方等に

対して、税金等の納付相談や減免措置をおこ

なう

税務課

滞納生理課

医療費 (一部負担金)の支払い

に関する相談、被保険者証に関

する相談

国民健康保険被保険者のうち一部負担金の

支払いが困難な方等に対する相談を行う

保険医療課

下水道受益者負担金、使用料の

納付相談

下水道の受益者のうち規則に定める方に対

して、負担金及び使用料を減免する   、

下水道総務課

市営住宅に関する相談 生活を営む上において必要不可欠な住環境

を確保するため、市営住宅の入居等に関する

相談を行う

建築住宅課

各種健康診断の自己負担金の

免除

市民税非課税世帯、生活保護世帯の方に対し

て各種の健康診断における自己負担金を減

免する

健康推進課

II



精神保健相談 精神疾患を持つ人やその家族および希死念

慮がある人に対し、関係機関と連携し、各段

階 (事前予防、早期発見、危機介入等)に応

じた相談支援や自殺対策を行う

健康推進課

保健師による訪問指導 保健師が家庭を訪問し、各年齢や課題に応 じ

た相談や指導を行う。

健康推進課

生活福祉資金貸付

たすけあい資金貸付

低所得、高齢者世帯、しょうがい者世帯で、

一時的な生活困窮に陥つている家庭に対し

て、資金を貸し付けて生活を支援する

社会福祉協議会

緊急食料品給付 一定の収入のない世帯に対 して、緊急かつ一

時的に生活困窮となつている場合に、食料品

を給付 し生活を支援する

社会福祉協議会

よろず相談 学識経験者による相談、人権擁護委員 E民生

委員・行政相談員等 3名による相談を行う

社会福祉協議会

法律相談 毎月第 2、 第 4木曜日に弁護士による法律相

談を行う

社会福祉協議会

湖北いのちのサポi卜事業 自殺未遂者およびその家族への相談支援等

を行う。

長浜保健所

健康推進課

精神保健福祉相談 心に問題を抱える人やそのご家族に対し、専

門の医師や保健師が相談に応じる

長浜保健所

アルコール相談 アルコールに問題を抱える人やそのご家族

に対し、専門の医師や保健師が相談に応じる

長浜保健所

ひきこもり相談 おおむね 15以上でひきこもりに悩んでいる

人およびそのご家族に対 し、専門の心理士が

相談に応 じる

長浜保健所

滋賀県自死遺族の会

凪の会おうみ

大切な人を自死で亡くしたご家族が様々な

思いを語り合う「分かち合い」を行う

滋賀県 自死遺族

の会

凪の会おうみ

【市民への啓発と周知】

事業名 事業概要 担当課

しょうがい福祉サー ビス・制

度・事業の案内パンフレット作

成

しょう力`い者が必要なサービス・制度・事業

を選択利用することで、生活の質の向上や社

会参加の促進につなげるためのパンフレッ

トを作成する

しょぅんミぃ福祉課



健康出前講座 各種団体から依頼を受けて保健師、栄養士な

ど専門職を派遣 し、各種健康に関する出前講

座を実施する

健康推進課

成年後見サポー トセンター事

業

市民 日関係者向け講座、研修を開催する 社会福祉協議会

多重債務に関する啓発活動 高齢者福祉施設や自治会などからの依頼で

出前講座を実施する

環境保全課

(消 費生活相談

窓口)

【自殺対策を支える人材の育成】

【あらゆる世代における支援の推進】

事業名 事業概要 担当課

認知症サポーター養成講座 認知症を正しく理解 し、認知症にある人や家

族 口介護者を温かく見守る応援者となり、自

分なりにできることを探 して地域の中で協

力や連携活動をする認知症サポーターを養

成する

高齢福祉介護課

ゲー トキーパー養成講座 自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対

応を図ることができる人である「ゲー トキー

パー」を養成するための講座を開催する

健康推進課

職場でメンタルヘルス研修 市内の企業において、メンタルヘルスやゲー

トキーパーに関する研修会を開催する

健康推進課

事業名 事業概要 担当課

ひとり親家庭に関する相談 ひとり親世帯が困難に直面 した際の最初の

窓口となり、必要な情報提供や助言および求

職活動等に関する支援を行う

子育て支援課

放課後児童クラブ保護者負担

金減免制度

放課後児童クラブの通所費用の減免するこ

とで、経済的負担を軽減する

子育て支援課

スクールカウンセラー活用事

業

様々な背景か ら悩みを抱える子どもたちや

その保護者に対して、その悩みを適切な方法

で軽減 したり、解消 したりするために、学校

カウンセラーが子どもやその保護者に対 し

て、カウンセリングを実施する。教員に対 し

ては、こういつた子どもたちへの懇談の持ち

教育指導課



方や対応方法をカウンセラーが助言する。

学校支援チーム活用事業 学校現場で、児童生徒が自殺をほのめかす発

言をしたり自傷行為をしたりする場合、教員

がどのような点に留意 して子どもや保護者

への支援を行ったり、関係機関につなぐべき

かを精神科医や弁護士から助言を受ける。

教育指導課

ソーシヤルワーカー活用事業 スクールソーシヤルワーカーが、困難なケー

スの背景の見立てや対応策について助言 し

たり、福祉部局を中心に関係機関の伸立ちを

行う

教育指導課

いじめ問題対策推進事業 いじめに関する各実践校の課題について研

究 口実践を行うことで、自殺につながるよう

な重篤ないじめを未然防止し、適切な対応に

ついての調査・研究・実践を行う

教育指導課

がん教育 児童生徒ががんについて正しく学ぶことに

より、命の大切さや生き方についても学ぷ

す こやか教育推

進課

健康推進課 (

学校保健事業 健診結果に基づき、心配のある児童生徒や職

員には継続的にフオローを行うなど、対策を

行う上での足がかりとして健診結果を活用

できる。

すこやか教育推

進課

新生児訪問事業 新生児 (ハイリスク児含む)や妊婦に対 して、

保健師、助産師、看護師、委託事業者が訪問

指導を実施する

健康推進課

未熟児養育医療給付事業 出生児の体重が 2,000g以下または心身の発

育が未熟なまま生まれた児が入院治療を受

ける際に必要な医療費を給付する

健康推進課

乳幼児健診 乳幼児期の節目の時期において病気の予防

と早期発見、育児や発達についての相談や支

援を行います。

健康推進課

ふれあい電話事業 おおむね 65歳以上の独 り暮らし高齢者、昼

間独居高齢者、しょうがいのある方を対象に

見守 りと簡易な電話相談を行う

社会福祉協議会

認知症高齢者等SOSほんわ

かネットワーク事業

認知症のある高齢者等が行方不明になられ

た場合、ご家族等が警察に行方不明者届を提

出された際に、行方不明者の特徴などの情報

を地域の協力者にメール配信 し、協力者から

高齢福祉介護課



の情報提供により、早期発見・早期保護につ

なげる

ひきこもり者支援事業

(えんかふえ)

不登校がちな学生や、30歳代くらいまでの

ひきこもりがちな方とその保護者を対象に

居場所づくりを行い不安の軽減を図る 、

社会福祉協議会

協

一̈


